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問題の所在 

知的財産権（著作権）と独占禁止法
との関係・・・独禁法21条問題？ 

ライセンサー 

（ベンダー） 

ライセンシー 

（ユーザー） 

ソフトウェア 

著作権者 

使用許諾 

優越的地位の濫用？ 

ソフトウェア 

（基幹システム） 

情報サービス産業においても、知的財産権者の市場行動が、 

独占禁止法上の問題を提起することがしばしば見られる 
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問題の所在 

１．情報サービス産業において、ベンダー（ライセンサー）の  

  ユーザー（ライセンシー）に対する取引の態様が、独占禁 

  止法上の「不公正な取引方法」、なかでも「優越的地位の 

  濫用」にあたるケースがあるのではないか？ 

２．「優越的地位の濫用」に当たるとした場合、知的財産権と 

  独占禁止法の関係が問題となり、独占禁止法21条問題と 

  なり得るのではないか？ 

３．独占禁止法21条をどう解釈すべきか？ 

４．この問題をどう解決すべきか？ 

（１）企業責任・企業倫理としてとらえることができるか？ 

（２）契約書で対応可能か？ 

（３）法・ガイドラインの整備が必要か？ 
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     ソフトウェアライセンス 

       取引の態様 



基幹システム 

ＤＢ 

ＤＢＭＳ 

Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｏｆｔ 

ベンダー 

①ＤＢＭＳが止まると業務がストップ。 

②Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｓｏｆｔに多大な投資。 

  （受発注、生産・製造、配送、経理システムなど） 
③ＤＢＭＳを簡単に変えられない。 

  （変えるには多大な時間とコストと労力がかかる） 

ユーザーシステム 

数千万円～数十億円 
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ベンダーとユーザとの力関係 

契約後 

契約前 

ベンダーＡ 

ベンダーＢ 

ベンダーＣ 

ユーザー 

ベンダー ユーザー 

使用許諾 

保守サービス 

強 

強 

ＳＯＦＴ 
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ベンダーのアプローチ 

１．コンピュータの変更（性能向上） 
  使用許諾料の差額を要求 

   ・ＭＩＰＳ値の向上（マシングループ単位） 
     ・・・H/Wの変更に伴う（H/Wの寿命） 
２．第三者使用（システム子会社・アウトソーシング） 
  追加料金を要求（例：50％） 
３．保守サービスの突然の値上と中止 

４．コンピュータの設置場所変更 

  契約書の書換料の要求 

５．バックアップ・ＤＲ（災害時対策）問題 

６．バージョンアップ問題 

７．使用権の期間問題（リース契約との関係） 
８．契約上の地位移転契約 
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ベンダーのアプローチ（１） 

コンピュータの変更による使用許諾料の差額
を要求 

  ・・・ベンダーの価格体系不明 

使用許諾料 

使用許諾料（差額） 

コンピュータ（Ａ） コンピュータ（Ｂ） 

コンピュータ変更 
処理能力 
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ベンダーのアプローチ（２） 

第三者の使用について追加料金を要求 

情報 

システム部 

ユーザー 
ユーザー 

（親会社） 

情報 

システム 

子会社 

子会社Ａ 

子会社Ｂ 
システム 

システム 

入力作業 

入力作業 

入力作業 

ベンダー 

運用委託 

会社 

地位移転契約 
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ベンダーのアプローチ（３） 

保守サービスの突然の値上げと打切り 

拘束期間 1年 1年 ・・・ 

突然の値上 突然の保守中止 

例：17％→22％ 

   ２％アップ 

途中で打切り 

保守料金を返さない 

今までにない例（商慣習から外れる？） 
契約書上あいまい。（契約書の不備？） 

外資ベンダー：契約書上の記載を重視 
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ベンダーのアプローチ（４） 

コンピュータの設置場所変更 

場所（Ａ） 場所（Ｂ） 

移動 

①コンピュータの移動 

②インストール先の移動 

（１）ＡとＢが同じ会社の場合（使用者が同じ） 
   ・メインマシン 

   ・バックアップマシン 

（２）ＡとＢが違う会社の場合（使用者が違う） 
   第三者使用の問題 

    （運用委託・アウトソーシング） 

同じコンピュータの設置場所を変えただけでカネを払う必要があるのか？ 
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ベンダーのアプローチ（５） 

バックアップの問題 

コンピュータ（Ａ） コンピュータ（Ｂ） 

テープ 

ＣＤ 

バックアップ 

ＤＲ Ｓｉｔｅ 

Ｎｅｔ経由 

（１）Ｃｏｌｄ Ｓｔａｎｄｂｙ 
  ・コンピュータ：ＯＮ 

  ・ソフト：ＯＦＦ 

（２）Ｈｏｔ Ｓｔａｎｄｂｙ 
  ・コンピュータ：ＯＮ 

  ・ソフト：ＯＮ 

Ｄａｔａ 
定期的にコピーする 

ＤＲ追加料金 
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ベンダーのアプローチ（６） 

バージョンアップの問題 

バージョン：１ バージョン：２ 

ベンダー 

サポート１ 

サポート２ 

最新 古い 

ベンダーはいつまでも古いバージョンのサポートをしたくない。 

                       （人とカネの問題） 

ユーザーは、そう簡単 

には変えられない。 

（安定稼動の確保） 

強制的 
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ベンダーのアプローチ（７） 

使用期間の問題（リース契約） 

ベンダー ユーザー 

リース会社 

ソフト 

使用許諾 再使用許諾 

ファイナンスリース 

・ユーザーのメリット：毎月リース料を払うだけですむ 

・ベンダーのメリット：一括入金される 

・リース会社のメリット：保守サービス料もリースにできる 

契約書の使用期間にリース期間を記載。 

保守サービスをリース物件にするため、ライセンスと見せかける。 

リース会社は、リース期間満了後に再リースを要求する。 
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ベンダーのアプローチ（８） 

契約上の地位移転契約 

旧販売店 

ユーザー 

新販売店 
ソフト 

海外ベンダー 

販売店契約（Ａ） 
   解約 

販売店契約（Ｂ） 

再使用許諾契約 

契約上の 

地位移転契約 

・曖昧な契約書の移転 

・新販売店が旧販売店から完全な契約内容を引き継いでいない。 

・新販売店が、契約書の不備を逆に利用。 
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今後予想される問題 

クラウドコンピューティング 

ベンダー ユーザー 

ソフト 

システム開発 

使用許諾 

従来 

ベンダー ユーザー 

将来（クラウド） 

ソフト 

インターネット経由 

ベンダーは則、止められる。 

使い続けることができる。 

ベンダーの相対的地位の向上 
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問題の背景 

１．ベンダーとユーザーの力関係が存在 

  ①使用態様・・・基幹システム／ＭＣ 

  ②契約書の不備（契約書の軽視） 
    ・・・英米の契約書と日本の契約書 

    ・・・今までの商慣習が通用しない 

２．企業責任・企業倫理 

    ・・・ユーザとしては「まさか」という思い 

    ・・・あらゆるケースを想定した契約書が必要 

       （日本の契約書にはなじまない？） 
３．独占禁止法・・・優越的地位の濫用問題 

    知的財産権との関係（21条問題） 
４．クラウドコンピューティングでは、ますますベンダーの 

  ユーザーに対する相対的地位が高くなる。 

©2012 Hiroshi Takada  



 

 

       優越的地位の濫用 

 
ベンダー（ライセンサー）のユーザー（ライセンシー）に対する
取引の態様が、独占禁止法上の「不公正な取引方法」、なか
でも「優越的地位の濫用」にあたるケースがあるのではない
か？ 



優越的地位の濫用 

独占禁止法 

私的独占 

不当な取引制限 

不公正な取引方法 

不当な差別的取扱い 

不当対価取引 

不当誘引及び不当強制 

拘束条件付取引 

優越的地位の不当利用 

競争者に対する妨害 

3条 

19条 

2条9項 

行為類型 

優越的地位の濫用 

14項 

独占禁止法の目的 

①一般消費者の利益を確保 

  すること 

②国民経済の民主的で健全 

  な発達を促進すること 

3条 

1号 

2号 

3号 

4号 

5号 

6号 

１６の一般指定 

（Ｓ５７公取委） 
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独占禁止法の目的 

●独占禁止法の規制対象の「3本の柱」：禁止対象行為【1条】 

 ・・・・・・「公正且つ自由な競争」の促進 

   ①私的独占【3条】 

   ②不当な取引制限【3条】 

   ③不公正な取引方法【19条】（６つの行為類型）  

 

●独占禁止法の最終目的 

   ①一般消費者の利益を確保すること 

   ②国民経済の民主的で健全な発達を促進すること 

        競争秩序維持法（直接的目的） 

        消費者保護法（最終目的） 
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不公正な取引方法 

「不公正な取引方法」：（６つの行為類型）【2条9項】 

公正な競争を阻害するおそれのあるもののうち、 

                公正取引委員会が指定するもの。 

  ①不当な差別的取扱い 

  ②不当対価取引  

  ③不当誘引及び不当強制  

  ④拘束条件付取引  

  ⑤取引上の優越的地位の不当利用  

      ・・・「優越的地位の濫用」（Ｓ５７の16指定行為）  

  ⑥競争者に対する妨害  
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不公正な取引方法 

１．私的独占 

２．不当な取引制限 

 「競争を実質的に制限する」ような市場支配力を形成し、そ 
れを維持し強化するための諸行為を直接的に規制する 

             ・・・「公正且つ自由な競争を促進」 

 

３．不公正な取引方法 

 それ自体が競争を実質的に制限するには至らないが「公正 
且つ自由な競争を阻害するおそれ」のある種々の行為を規 
制することによって市場支配力の形成を未然に防止するこ 
とを目的 

  ・・・予防的色彩の強い規定 

    2つの柱（①、②）の補完的・予防的地位 
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何が「不公正な取引方法」か？ 

●「公正競争阻害性」：公正な競争を阻害するおそれ 

 学説１：「公正な競争」＝「価格、品質その他のサービス等に 
関する能率的な競争」 

    ・・・・このような競争秩序を妨げる状態 

 学説2：市場における事業者の自由な活動に対する妨害行為 

 学説3：学説１＋学説2．総合的な判断。 

●「公正な競争」の要件 

   ①自由な競争の確保 

   ②競争手段の公正さの確保 

   ③自由競争基盤の確保 

  「公正競争阻害性」＝これらを害すること。 

＊ 不公正な取引方法という広範囲に及ぶ行為について独占
禁止法の法体系の下で統一的に理解することに原因 

    ・・・・可能な限り多面的に考えることが大事 
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●優越的地位の濫用： 
  「自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利

用して」特定の行為をすることによって、相手方に不利益
をもたらす。・・・不公正な取引方法に該当 

●優越的地位 

  「取引の相手方が濫用行為を受け、不当な不利益を甘受
しなければならないような関係」が存在する。 

   ・・・市場地位、事業能力の格差、取引対象である商品・
役務の特性、取引依存の程度、取引先転換の可能性等 

●要件・・・①優越した地位にある者（優越的地位の存在） 
        ②その地位を不当に利用したこと（不当性） 
●一般指定14項以外： 
    要件・・・「公正な競争を阻害する」点 

    優越的地位の濫用は他の指定行為とは異質なもの 

優越的地位の濫用 

©2012 Hiroshi Takada  



優越的地位の濫用【一般指定14項（Ｓ57年）】 

自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して 

正常な商習慣に照らして不当に、次の各号のいずれかに掲げ 

る行為をすること。  

 ①継続して取引する相手方に対し、当該取引に係る商品又
は役務以外の商品又は役務を購入させること。 

   （例：押付け販売） 
 ②継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務

その他の経済上の利益を提供させること。 

 ③相手方に不利益となるような取引条件を設定し、又は変更
すること。  （例：押込み販売、買叩き、不当値引） 

 ④前3号に該当する行為のほか、取引の条件又は実施につ
いて相手方に不利益を与えること。 

   （例：取引条件の不履行、取引行為又は事実行為の強要） 
 ⑤取引の相手方である会社に対し、当該会社の役員の選任

についてあらかじめ自己の指示に従わせ、又は自己の承
認を受けさせること。 

   （例：役員選任に対する不当な干渉行為） 

優越的地位の濫用【一般指定14項（Ｓ57年）】 
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優越的地位の濫用についての学説 

学説の対立：不公正な取引方法の法体系の中でどのように位 

置づけるべきか 

  ・・・「公正競争阻害性」をいかにとらえるか？ 

１．多数説：「公正競争阻害性」＝共通の要件  

  優越的地位の濫用 

  公正競争阻害性を直接的な要件としていない⇒別のもの 

    行為者：競争上有利な地位 

    相手方：競争場不利な地位  ・・・競争阻害がある？ 

２．少数説：不公正な取引方法 

   取引の場における力の不当利用・・・優越的地位の濫用 

   競争の場における力の不当利用 

  優越的地位の濫用 

   相手方に競争機能の制限行為又は抑圧行為を規制する。 

 ⇒競争参加者が自主的に競争機能を発揮しうる状態を確保 

    
©2012 Hiroshi Takada  



優越的地位の代表的審決 

①三越事件（公取委昭和57年6月17日同意審決） 
  百貨店による納入業者に対する商品の購入、協賛金の強要 

②ローソン事件（公取委平成10年7月30日勧告審決） 
  コンビニエンス・ストア本部の納入業者に対する抑圧行為 

③雪印乳業事件（公取委昭和52年11月28日審判審決） 
  メーカーによる払込制 

④全国農業協同組合連合会事件（公取委平成2年2月20日勧告審決） 
  全農による段ボール取引の優越的地位の濫用 

⑤日本興行銀行事件（公取委昭和28年11月6日勧告審決） 
  銀行による融資先会社の役員選任の不当干渉   

⑥旭電化工業事件（公取委平成7年10月13日勧告審決） 
⑦オキシライン化学事件（公取委平成7年10月13日勧告審決） 
⑧日之出水道機器事件（公取委平成5年9月10日審判審決） 
⑨日之出水道機器事件（知財高裁平成18年7月20日判決） 
⑩マイクロソフト非係争条項事件（公取委平成20年9月16日審判審決） 等 



要件１：優越的地位 
ソフトウェアベンダーに優越的地位があるか？ 

１．契約締結後 

２．基幹システムの全部又は一部（例：ＤＢ、ＥＲＰ、ＭＣ） 
  ・一瞬でも止められない 

  ・ユーザーのビジネスの根幹に係るシステム 

３．ベンダーの保守サービス・・・止まった場合が怖い 

  ・ソフトにはバグがつきもの 

  ・ＯＳや他のソフトとの親和性 

  ・他のベンダーは運用で逃げるしかない 

    （知的財産権問題：バグフィックス・パッチ不可） 
４．ユーザーに知識・技術力がない・・・ＩＴ会社ではない。 

     情報量・交渉力の格差（消費者問題に類似） 
５．大規模ソフトは、ハードウェアと同じ問題が生じる 
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要件１：優越的地位 
ソフトウェアベンダーに優越的地位があるか？ 

６．当事者の市場地位：ベンダーの製品の優位性に依存 

７．事業能力の格差：関係がない。 

    （但し、ＩＴの情報量・交渉力に格差が認められる。） 
８．取引対象である商品・役務の特性 

  ・基幹システムの全部又は一部である。 

９．取引依存の程度 

  ・ベンダーの保守がないと安心して使用できない。 

  ・万が一システムが止まれば業務が一切できない。 

１０．取引先転換の可能性 

  ・他に代替製品がない。 

  ・代替製品があったとしても、マイグレーションに膨大な時
間と費用と労力がかかる。 
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要件２：不当性 
優越的地位を不当に利用しているか？ 

１．使用許諾料の差額を要求（コンピュータの変更） 

  ・ベンダーの説明義務と契約書上の記載 

  ・性能評価基準とマシングループ表の公開 

    （未発表コンピュータについては不明） 

２．第三者使用（システム子会社・アウトソーシング） 

  ・ベンダーの説明義務 

  ・第三者使用の明確な定義と契約書上の記載 

３．保守サービスの突然の値上と中止・・・・契約書上の記載 

４．コンピュータの設置場所変更・・・・契約書上の記載 

５．バックアップ・ＤＲ（災害時対策）問題・・・契約書上の記載 

６．バージョンアップ問題・・・契約書上の記載 

７．使用権の期間問題（リース契約との関係）・・・虚偽表示 
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知的財産権と独占禁止法の対立 

ベンダー ユーザー 

ソフト 

使用許諾 

知的財産権者 

優越的地位 基幹システム 

保守サービス 

（１）使用許諾：ユーザーの使用形態の違法性を追求 

   ・・・契約書と実態に相違があった場合 

     契約書に書かれていない事項についての追加料金 

（２）保守サービス：優越的地位の確立 

   ・・・突然の値上要求・中止 

ユーザーが困るのは保守サービスの突然の中止とライセンスキーの失効 

                           ⇒ベンダーの優越的地位 

ライセンサー ライセンシー 
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小括 

１．使用を続ける限り、ライセンスの継続性がある（特許ライセ
ンスと類似）。 

２．クラウドコンピューティング（ASP/SaaS）、ライセンスキー
の発行でベンダーが勝手にユーザーの使用を止めるこ
とができる。 

３．ハードウェア/OSの変更が必ずあり、それに伴ってバー
ジョンの変更がある。 

４．基幹システムの場合、保守サービスが必要（ソフトにはバ
グがつきもので不完全なものを使っている）。 

４．クラウドコンピューティング（ASP/SaaS）では、ユーザーの
データまでもベンダーの手中にある。 

 

⇒ 特許ライセンスよりもソフトウェアライセンスの方が、ベン
ダーの「優越的地位の濫用」問題が起きやすい環境にあ
ると言わざるを得ない。 
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      独占禁止法21条 

 
「優越的地位の濫用」に当たるとした場合、知的財産権と独占
禁止法の関係が問題となり、独占禁止法21条問題となり得る
のではないか？ 

 



独占禁止法21条 

●第21条【知的財産法による権利行使】 
 「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意
匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこ
れを適用しない。」 
  ・・・適用除外（例外規定） 
 

●適用除外規定の背景： 
 日本の特定の産業を育成・強化すると同時に、国際競争力 
を強化するために企業経営を安定化し合理化する目的。 

 ①戦後初めて導入（アメリカ占領政策の一部） 
 ②厳格に適用するには社会的不利益を招くおそれがあった。 

 ③独占禁止法自体に除外規定（Ｈ１１／１２改正前） 
 ④独占禁止法適用除外法による適用除外 
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適用除外制度 

適用除外制度の法的性格 

 

１．本来的限界説 

 独占禁止政策に矛盾しないもので、特に適用除外規定を設 
ける必要のないものであるが、解釈上、誤解を生じないよう 
に適用除外規定を置いた。 

 

２．後退的限界説 

 独占禁止政策が後退し、それに代わってカルテルを認める 
政策が重要視されるようになったことに伴って生じた適用除 
外である。 
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適用除外の例 

１．旧独占禁止法 

 旧21条：自然独占事業に固有な行為 

 旧22条：事業法令に基づく正当な行為 

 旧23条：知的財産法による権利行使 

 旧24条：組合の行為 

 旧24条の2：再販売価格の拘束 

 旧24条の3：不況を克服するための共同行為 

 旧24条の4：企業合理化のために共同行為 

２．独占禁止法適用除外法（Ｓ２２） 

 適用除外の対象の法律： 

  地方鉄道法、食糧管理法、損害保険料率算出団体に関す 

  る法律、中小企業等協同組合法など 
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知的財産法による権利行使 

「著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標
法による権利の行使と認められる行為」を適用除外 

・・・無形の創造活動に価値を認め、これを法的に保 

   護⇒人類の文化・技術の発展 

 

保護される知的財産権・・・独占的・排他的支配権 

   ・・・独占禁止法に抵触する一面あり 

 

特に・・・特許権（patent）：近時、特許を巡る問題とし
て重大な問題を提起 
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知的財産とは 

●知的財産基本法2条 

知的財産：「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他
の人間の創作的活動により生み出されるもの（発明又は解明
された自然の法則又は現象にあって、産業上の利用可能性
があるものを含む。）、商標、商号その他事業活動に用いられ
る商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業
活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」 

 

●知的財産権の排他性 

知的財産を、発明者や著作者などの知的財産権の権利者に
一定期間専有させ、知的財産を利用する事業活動に対し法
的に排他性を与えているのが知的財産権 
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具体的な主な権利 
１．他者を排除して自分で知的財産を専有実施することがで 

  きる。 

２．第三者に権利それ自体を譲渡することができる。 

３．第三者に、使用料（ロイヤルティ）を取ってライセンスを与 

  えることができる。 

４．事業資金の確保のために質権を設定することができる。 

５．自分で知的財産を実施しながら、第三者にライセンスを与 

  えることができる。 

６．ライセンスを同時に多数の者に与えることもできる。 

 

・・・・知的財産の活用が、知的財産権者以外の事業者の事    
業活動を制限し、その自由を著しく奪う事態となったり、    
不公正な取引方法の様を呈していることになれば、独占   
禁止法との関係が問題 
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     独占禁止法21条を巡る 

        主な学説 



適用除外制度の学説 

確認説 

（矛盾不存在説） 
創設説 

（矛盾存在説） 
立法者 

（橋本・石井） 

権利範囲論 

（有賀説） 
かつての通説 

再構成された 

権利範囲論 
現在の通説 

アメリカ 
影響 

特許における 

権利範囲論 

所有権・知的財 

産権同視説 

「押付けられた 

独占」説 

拡大競争政 

策法説 

役割分担説 

主要な考慮 

要因説 

（正田・茶園・清川） 

（渋谷） 

（根岸・稗貫） 

（白石） 

（田村） 

（村上） 
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適用除外制度の法的性格 

学説：確認説と創設説 

●確認説（矛盾不存在説） ： 
 適用除外制度の対象となっている行為は、本来独占禁止法 
に違反するものではないが、そのことについて疑義を生じさ 
せることができないように、違反とならないことを確認的に明 
文化したもの。 

●創設説（矛盾存在説） ： 
 適用除外制度の対象となっている行為は、本来は独占禁止 
法に違反するものであるが、公正かつ自由な競争の促進と 
は個別の政策目的を達成するために独占禁止法の適用範 
囲から除外することにより、創設的に違反とはならないもの 
としたもの。 

＊創設説の前提： 
 独占禁止法2条5項・6項（通説的立場） 
 「公共の利益」＝「自由競争を基盤とする経済秩序そのも
の」 
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適用除外制度の法的性格 

個別検討説：確認説・創設説は個別の制度ごと 

 

●確認説（矛盾不存在説）： 

 知的財産権の行使は独占禁止法に違反するもの  
ではなく、そのことを確認的に明文化 

 

●創設的適用除外説（矛盾存在説）： 

 知的財産権の行使は独占禁止法に違反する場合 
があるが、その場合についても、知的財産権の保  
護という個別の政策目的を達成するために創設的 
に違反とならない。 

 初期の時期：「創設的適用除外説」が有力 
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立法担当者の見解（21条） 

●立法担当者：橋本龍伍、石井良三 

 「知的財産権者は知的財産権を独占的に利用することがで 
きるが、これは知的財産法によって法的に容認されたもの  
であるから、独占禁止法もそれを違反とはしないとするのが 
独占禁止法21条（旧23条）の趣旨である。」（橋本龍伍『独  
占禁止法と我が国民経済』（日本経済新聞社、1942年）42  
頁；石井良三『独占禁止法』（海口書店、1947年）270頁） 

 

●橋本龍伍の見解： 

 「解釈の結果、独占禁止政策上問題が生ずるのであれば、 
そのような行為を容認する知的財産法の規定の改正を検討 
すべきであり、独占禁止法21条による知的財産法の優越を 
放置するという意図ではなかった。」（岩本省吾『知的財産権 
と独占禁止法』（晃洋書房、2008年）25頁 
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学説の変遷 

21条により適用除外となる行為の範囲：限定的に解
釈する傾向 

 

●権利範囲論：かつての通説：有賀美智子 

 知的財産権の行使：本来的行使・非本来的行使 

  ・本来的行使：21条による適用除外 

  ・非本来的行使：独占禁止法が適用される 

 

●アメリカの権利範囲論に起因：稗貫俊文 

 アメリカにおける特許権と反トラスト法の関係が問 
題となる領域・・・反トラスト法の規制が及ばない固 
有の範囲が存在するという観念 
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本来的行使と非本来的行使 

●本来的行使： 

 知的財産法に具体的根拠規定を持つ行為（物権的権利の  
行使）である。 

（例）権利者が知的財産権を自ら利用する行為の他、他人に 
その利用を許諾し、譲渡し、質権等を設定する行為が含ま  
れる。 

●非本来的行使： 

 具体的根拠規定を持つ行為ではなく、知的財産権に係る他 
人との契約によって相手方に一定の制限を課する行為（債 
権的権利の行使）である。 

（例）特許の実施許諾にあたり、実施許諾者が実施権者に対 
しして競争品の取り扱いを制限し、販売先の制限を課し、原 
材料の購入先を制限し、再販売価格維持を行う行為 
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権利範囲論 

知的財産権の行使 

本来的行使 非本来的行使 

権利の濫用？ 

適用除外 独占禁止法適用 

21条適用 21条適用しない 

Ｙｅｓ 
Ｎｏ 

「権利の行使と認められる行為」 

創設説・確認説 

かは不明 

有賀説 
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アメリカの反トラスト法との関係 

●権利範囲論（有賀説） 

 「米国の反トラスト法には、我が国の独占禁止法21条に相  
当するような除外規定はないが、独占権を与える特許制度 
は米国憲法に根拠を持っているから法律によって適用除外 
をする必要はなく、特許独占の反トラスト法に対する合法性 
は確立している。」（有賀美智子「独禁法と特許法との接触  
についての国内的・国際的諸問題」（原増司判事退官記念  
「工業所有権の基本的課題（上））（有斐閣、1971年）31頁） 

 

●アメリカ憲法1条8節8項： 

 「著作者及び発明者に、その著作物及び発明に対する独占 
的な権利を一定期間保障することにより、学術及び有益な  
技芸の進歩を促進すること。」 
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アメリカの特許の権利範囲論 

●基本的考え方 

 「特許制度によって設定される特許権の効力の内容（排他  
的支配権行使）のみが憲法に根拠を持つものであって、こ  
の線を越えて他の企業の事業活動の自由を阻害するように 
特許権が利用される場合は、それは特許権の排他的支配  
権の行使自体から踏み出して、企業の競争制限的事業活  
動とされるからにほかならない。」（岩本省吾『知的財産権と 
独占禁止法』（晃洋書房、2008年）41頁） 

 

●「特許権と反トラスト法の関係が問題となる領域では、反ト 
ラスト法の規制が及ばない固有の範囲が存在するという観 
念（特許の権利範囲論）があることに起因する。」（稗貫俊文 
『知的財産権と独占禁止法』（有斐閣、1994年）はしがき） 
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権利範囲論に対する批判 

本来的行使については、原則として、独占禁止法の
適用除外を認めることになりから、独占禁止法の適
用範囲を後退させる。（茶園成樹） 

 

近時の学説： 

 ①所有権・知的財産権同視説 

 ②「押付けられた独占」説 

 ③再構成された権利範囲論（近時の通説） 

 ④拡大競争政策法説 

 ⑤役割分担説 

 ⑥主要な考慮要因説 
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その後の学説 

①所有権・知的財産権同視説（正田・茶園・清川） 
 所有権のような一般の財産権との対応上、知的財産権の行 
使が排他的・独占的であることを理由に独占禁止法上問題 
とされないことは当然であって、21条のような適用除外規定 
は本来不要である。 

 

②「押付けられた独占」説（渋谷） 
 特許発明が特許権者の自家開発にかかるものである場合 
には、その特許発明による市場支配は「押付けられた独占」 
というべきであって、これを違法視すべきでないところ、21条 
は当然の事理を確認的に規定したものである。 

 ・・・アメリカの判例が根拠 

     United States v. Aluminum Co. of America et al., 148    
F. 2d. 416 (2nd. Cir. 1945) 
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近時の通説的見解 

③再構成された権利範囲論（近時の通説）（根岸、稗貫） 

●知的財産と製品の市場における公正かつ自由な競争秩序 
を維持する上で、独占禁止法は「一般法」であり、知的財産 
法は知的財産に係る「特別法」であって、相互に補完関係に 
立つ。 

●よって、特別法である知的財産法が優先して適用される   
（21条の趣旨）。 

●知的財産法による「権利の行使と認められる行為」とは、そ 
の行為に従わないことが知的財産権の侵害を構成すること 
になる当該行為を意味する（21条により適用除外）。 

●逆に、知的財産権の侵害とならない行為を制限することは 
知的財産権法による「権利の行使」とは認められず、独占禁 
止法の適用除外には入らない。（従来の権利範囲論の「非  
本来的行使」） 
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再構成された権利範囲論 

●「再構成された権利範囲論」まとめ 

 

 実質的に知的財産法が定める知的財産制度の趣旨を逸脱 
してその独占権を行使すること、すなわち、不当な模倣ない 
しただ乗りという不公正な競争手段を阻止するという趣旨を 
逸脱して知的財産権の侵害であるとして権利の行使を行う 
ことは権利の濫用であり正当な権利の行使とは言えず、独 
占禁止法の適用除外の対象から外れることになる。 

 このように、知的財産権法による権利の行使とは認められ  
ない行為や権利の濫用に該当する行為については、「特別 
法」である知的財産法の射程範囲を超えることから「一般法」 
である独占禁止法の適用領域に入ることになる。 
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最近の有力説 

④拡大競争政策法説（白石） 

 競争政策は独占禁止法のみが担うのではなく、同 
法の他、民法、事業法、知的財産法等が「競争政  
策法」を形成しているという基本認識の下に、知的 
財産法による「権利の行使と認められる行為」の範 
囲は、競争政策の観点から知的財産法の解釈とし 
て修正されて然るべきものであるということとなり、 
競争秩序に大きな影響を与える行為は「権利の行 
使と認められる行為」ではなく、独占禁止法の適用 
対象となり得る。 

 

・・・・「競争政策法」の範囲を一般の理解よりも拡大    
して理解する。 
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最近の有力説 

⑤役割分担説（田村） 

 特許庁と公取委との役割分担という視点に立った上、問題 
となる行為の競争促進効果と競争阻害を比較衡量し、後者 
の方が大きい場合には独占禁止法の規制が及び得る。 

 

⑥主要な考慮要因説（村上） 

 独占禁止法21条について、知的財産法上の権利の行使に 
ついて独占禁止法を適用する場合に、各々の知的財産法  
及び知的財産制度の趣旨に十分に配慮することを定める規 
定、すなわち、知的財産法上の権利の行使に関連する独占 
禁止法違反事件において知的財産法、知的財産権の特質、 
知的財産制度の趣旨が主要な考慮要因となることを定める 
規定と解釈する。 

©2012 Hiroshi Takada  



 

 

 

      公正取引委員会の指針 



関連する主な公取委ガイドライン 

国際的技術導入契約に関する認定基準（S43） 

特許・ノウハウライセンス契約における不公正な取引方法の規制に関する 

運用基準（H1） 

役務の委託取引における優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の 

指針（H10） 

特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針（H11） 

ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方－ソフト 

ウェアと独占禁止法に関する研究中間報告（H14）  （運用指針ではない） 

知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（H19） 
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関連する主な公取委ガイドライン 

①国際的技術導入契約に関する認定基準（S43） 

 特許権又は実用新案権の実施許諾を内容とする  
国際契約において、不公正な取引方法に該当する 
虞のある事項のうち主要なものを列挙するとともに、 
一定の行為を特許法又は実用新案法による権利  
の行使と認められるとしたもの。 

 

②特許・ノウハウライセンス契約における不公正な  
取引方法の規制に関する運用基準（H1） 

 ①を見直し、国内の技術取引契約か国際的な技術 
取引契約かを問わず、広く特許、実用新案及びノ  
ウハウのライセンス契約における主な制限条項の 
不公正な取引方法への妥当性について明らかにし 
たもの。 
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主な公取委ガイドライン 

③役務の委託取引における優越的地位の濫用に関 
する独占禁止法上の指針（H10） 

 プログラムや映画・放送番組、設計図やポスターと 
いった情報成果物の委託取引において、受託者に 
発生した当該情報成果物に関する知的財産権を  
委託者が一方的に譲渡させる行為などが優越的  
地位の濫用の問題を生じやすいとの考え方を示し 
たもの。 

 

④特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止  
法上の指針（H11） 

 ②にかえて、特許・ノウハウのライセンスに伴う制  
限行為に関する独占禁止法上の考えを明らかにし 
たもの。 
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主な公取委ガイドライン 

⑤ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考  
え方ーソフトウェアと独占禁止法に関する研究中間報告   
（H14）（運用指針ではない。） 
 ソフトウェアライセンス契約における制限条項（複製，改変  
の制限，リバースエンジニアリングの禁止，抱き合わせ販売 
等）に関する独占禁止法上の考え方を表したもの。 

 

⑥知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（H19） 
 （知的財産ガイドライン・・・再構成された権利範囲論に依
拠） 
 対象を特許又はノウハウとして保護される技術から広く知的 
財産のうち技術に関するものに拡大するとともに、特許又は 
ノウハウのライセンス契約に伴う制限のみならず、技術に権 
利を有する者が技術を利用させないようにする行為につい 
ての記述を加えるなど、④を全面的に改定したもの。 
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知的財産ガイドライン 

旧ガイドラインを廃止し、新しく本ガイドラインを策定 

理由： 
 ①産業界において知的財産戦略の活用が高まっていること。 

 ②旧ガイドラインの対象外であるソフトウェアについても考   
え方の明確化を求める要望が強かったこと。 

 ③ＥＵにおいて、2004年、技術移転協定に対する競争法適  
用に関する規則の改定と、ガイドラインの策定が行われた  
こと。 

 

●知的財産権と不公正な取引方法の境界については、明確  
に触れられておらず、知的財産権の行使が優越的地位の  
濫用に該当する程度が明確に示されているとはいえない。 

・・・特に、ソフトウェアの取引方法については、明確な例示・ 
  基準がない。 
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知的財産ガイドライン 

知的財産法と独占禁止法の関係（21条） 

●そもそも権利とは認められない行為には独占禁止法が適  
用される。 

●技術に権利を有する者が、他の者にその技術を利用させ  
ないようにする行為及び利用できる行為を制限する行為は、 
外形上、権利の行使と見られるが、これらの行為についても、 
実質的に権利の行使とは評価できない場合は、同じく独占 
禁止法の規定が適用される。 

●権利の行使と見られる行為であっても、行為の目的、態様、 
競争に与える影響の大きさも勘案した上で、事業者に創意 
工夫を発揮させ、技術の活用を図るという、知的財産権の  
趣旨を逸脱し、又は同制度の目的に反すると認められる場 
合は、独占禁止法21条に規定される「権利の行使と認めら 
れる行為」とは評価できず、独占禁止法が適用される。 
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公取委の考え方 

●知的財産権の行使にかかわる行為が独占禁止法の適用  
除外になるかどうか？・・・2Ｓｔｅｐ： 
 ①それが「権利の行使」と見られる行為か？ 

   ・・・外形的・形式的判断 

 ②「権利の行使」と見られる行為であっても、更にそれが「権 

  利の行使と認められる行為」か？ 

   ・・・知的財産制度の趣旨・目的に違背するか否かという 

     実質的判断 

●知的財産制度の趣旨・目的（知的財産基本法１０条） 
 「知的財産の保護及び活用に関する施策を推進するに当
たっ ては、その公正な利用及び公共の利益の確保に留意
すると ともに、公正かつ自由な競争の促進が図られるように
配慮  するものとする。」 
・・・「事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るという、 

   知的財産制度の趣旨」（ガイドライン） 
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公取委の考え方（不公正な取引方法） 

競争阻害性： 
（１）競争減殺 

 ①競争者の取引機会を排除し、又は競争者の競争機能を 

  直接的に低下させるおそれがあるか否か 

 ②価格又は顧客獲得競争そのものを減殺するおそれがあ 

  るか否か   

  

（２）競争手段としての不当性 

 ①権利の対象となる技術の機能・効用や権利の内容につい 

  て誤認させる行為 

 ②競争者の技術を誹謗中傷する行為 

 ③自己の権利が無効であることを知りながら差止請求訴訟 

  を提起する行為 
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公取委の考え方（不公正な取引方法） 

（３）自由競争基盤の侵害 

 ライセンサーの取引上の地位がライセンシーに対して優越  
している場合に、ライセンシーに不当な条件を付す行為 

 ・・・抱き合わせ販売（一般指定10項） 

   優越的地位の濫用（一般指定14項） 

 

制限行為（ガイドラインの4分類） 

 ①技術を利用させないようにする行為 

 ②技術の利用範囲を制限する行為 

 ③技術の利用に関し制限を課す行為 

 ④その他の制限を課す行為 
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小括 

●ソフトウェアの取引に関して、現在のガイドラインでは不十 
分である。 

①公取委のガイドラインは特許権を想定したものに偏り過ぎ  
ているきらいがある。 

②「事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用を図るという、 
知的財産制度の趣旨」を逸脱したものが「権利の行使と認  
められる行為」ではないとするが、著作権法の趣旨・目的は 
創作奨励を通じた文化の発展であり、たとえプログラム著作 
物が技術としての性格が強いとしても、著作権法の趣旨・目 
的を理解するならば、著作権法上の解釈との間に齟齬が生 
じる可能性がある。 

●ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考  
え方（中間報告）（H14）を補充追加して運用指針にすべき。 

●独占禁止法が一般法、知的財産法が特別法とするならば、 
独占禁止法からのアプローチだけではなく、知的財産法か  
らのアプローチも必要である。 
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      アメリカの反トラスト法と 

         ガイドライン 



アメリカの反トラスト法とガイドライン 

シャーマン法 クレイトン法 ＦＴＣ法 

反トラスト法とライセンス契約 

1970年代 

 ライセンス契約における９種類の制限（nine no no’s）を、当然違法 

（per se illegal）として規制 

1980年代レーガン政権の誕生（シカゴ学派が司法省を掌握） 
 いわゆるプロパテントへ。nine no no’sはもはや方針ではないと宣言 

し合理の原則（rule of reason）の下で違法性を判断 

1995年4月6日米国司法省・連邦取引委員会公表 

Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property 

（知的財産のライセンシングに関する反トラスト法ガイドライン） 

2007年米国司法省・連邦取引委員会公表 

Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights:  

Promoting Innovation and Competition 

（反トラスト執行と知的財産権：革新と競争の促進のために ） 
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反トラスト法 

●反トラスト法（Antitrust law）は米国における独占禁止法。 
アンチトラスト法とも表記される。 

 

●19世紀後半、アメリカにおいて独占資本の形成が進むと、 
自由競争の結果発展した大企業を放任することが、むしろ  
逆に自由競争を阻害するという事態を招いた（代表的な例： 
スタンダード石油トラスト）。そのため、政府は一連の反トラ  
スト法を制定し、独占資本の活動を規制することを図った。 

 

●19世紀末から20世紀前半にかけて定められたものとして、 
1890年のシャーマン法、1914年のクレイトン法、同年の連  
邦取引委員会法が挙げられる。 

 

●シャーマン法第1条でカルテルが禁止され、第2条などで独 
占行為が禁止されている。 

©2012 Hiroshi Takada  



反トラスト法と執行機関 
●法規 

・Sherman Act (シャーマン法)（1890年） 
  非合理な取引制限、独占化 

  「合理の原則」（rule of reason）・・・行為の内容・目的・ 
     効果を総合して違法性を判断 

・Clayton Act (クレイトン法)（1914年） 
  価格差別、抱合わせと排他付取引、株式・資産取得、役員 

  兼任 

・Federal Trade Commission Act (連邦取引委員会法)    
（1914年） 
  不公正な競争方法 

●連邦法と州法 

●執行機関 

 連邦政府の司法省（DoJ）（反トラスト局）と連邦取引委員会 
（FTC） 
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反トラスト法とライセンス契約 

●１９７０年代 

 ライセンス契約における以下の９種類の制限（nine no   

 no’s））を、当然違法（per-se illegal）として規制 

 ①抱き合わせ販売、②改良発明のアサインバック、③再販 売制限、④ 
競争品の取り扱い制限、⑤一括ライセンスの強 制、⑥ダブル・ロイヤル 
ティの支払い強制、⑦製法特許によ る製造製品の販売制限、⑧特定  
価格の拘束、⑨最低価格  の拘束 

●１９８０年代レーガン政権の誕生 

 シカゴ学派が司法省を掌握 

➭いわゆるプロパテントへ。 

  nine no no’sはもはや方針ではないと宣言し合理の原則   
（rule of reason）の下で違法性を判断 

●シカゴ学派(Chicago School): 

 消費者福祉ないし経済効率の達成を市場経済の究極の目的であり、競争政策 
は市場経済の機能を阻害する行為のみを規制すべきであるとする学派 
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Antitrust Guidelines for the Licensing of 

Intellectual Property 

１９９５年４月６日米国司法省・連邦取引委員会公表 

Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual 
Property（知的財産のライセンシングに関する反トラスト法ガ
イドライン）（1995年ＡＧＬＩＰ）（34頁） 
        issued by the U.S. Department of Justice and the  

        Federal Trade Commission, April 6, 1995  

➭特許権の行使について許容範囲を拡大。 

ライセンス契約は、ライセンサーの特許権とライセンシーの生
産とを結びつけるから、一般的には競争促進的である。 

しかし、競争を制限する条項が契約に挿入されれば、違法と 

なる。違法性は、「合理の原則（rule of reason）」により判断 

する。  ①ライセンサーが市場でパワーを有する。 

     ②市場の競争で悪影響を生じる。 

     ③行為の利益が競争への悪影響を上回らない。 
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Antitrust Guidelines for the Licensing of 

Intellectual Property 

1890年のシャーマン法制定以来、120年に亘り、反トラスト法
と知的財産権制度は補完的な考え方として取り扱われてきた。 

 

3原則 

 

①反トラスト分析のために、当局は、知的財産権を他の形態
の財産権と本質的に同等なものとみなすこと。 

 

②当局は、知的財産権は市場力を作り出すものであるとは前
提としないこと 

 

③当局は、知的財産権のライセンスが企業にとって生産の補
完的要素をなすものであり、一般的に競争促進的であること
を認識すること。 
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各制限条項に関する実務上の取り扱い（１） 

１）地域制限、用途制限 

➭当然合法 

 ライセンシーがその実施製品を販売する段階で許容される 
制限（地域、用途）。 

 但し、ライセンシーから実施製品を購買した者の再販売につ 
いてまで制限することは許されない。 

 

２）販売価格制限、数量制限 

➭ライセンサーも特許製品の製造、販売を行っており、且つラ 
イセンシーが単数であるときに限り合法。 

 但し、複数のライセンシーに対して販売価格制限を付したラ 
イセンスをすることは、カルテル（価格協定）制限の観点から 
違法とされる可能性がある。 
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各制限条項に関する実務上の取り扱い（２） 

３）再販売価格制限（resale price maintenance） 
 ライセンシーに対して、ライセンシーから購入した者が当該 
製品の再販売価格を制限したり、指示するような義務を課  
すこと. 

➭当然違法（per se illegal） 。 

 

４）抱き合わせ（tying, tie-in） 
 ライセンシーに対してライセンスの見返りに、許諾特許でカ  
バーされない原材料や部品をライセンサー等から購入、使  
用することを義務付けること、又は、これに類することをライ 
センスに抱き合わせるような義務を課すこと。 

➭違法（illegal）。 

 合理の原則により判断する。 
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各制限条項に関する実務上の取り扱い（３） 

５）パッケージライセンス（package licensing） 
 知的財産権の複合ライセンス（multiple licenses）について 
は、抱き合わせの問題として、合理の原則により判断する。 

 

６）クロス・ライセンスとパテントプール 

 パテントプールやクロス・ライセンスも、基本的には技術の  
相互利用による競争促進効果を有する。違法性の判断に  
は合理の原則を適用する。 

 

７）グラント・バック（Grant backs） 
 ライセンサーがライセンシーに対して、ライセンス契約後に  
一定範囲の発明に関する権利をライセンサーに譲渡するか、 
又は実施許諾することを義務つけること。 

➭改良発明についてライセンサーに非排他的ライセンスをす 
る義務を課すことは当然合法。 
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各制限条項に関する実務上の取り扱い（４） 

８）知的財産権の買い取り 

 １９９２年の水平合併指針（Horizontal Merger Guidelines） 
にしたがって判断する。 

 

９）無効の知的財産権の行使 

 特許庁への意図的・故意によるfraudにより取得した特許の 
権利行使は違法となりうる。 

 無効の知的財産権を行使する、客観的にみて根拠のない  
訴訟は違法となりうる。 

 

１０）不争義務（Incontestability） 
 不争義務：ライセンシーに許諾された特許権の有効性につ 
いて争わない義務を課すこと 

➭ライセンシーへの不争義務は公益に反する 
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Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights 

2007年米国司法省・連邦取引委員会公表 

Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: 
Promoting Innovation and Competition（反トラスト執行と知
的財産権：革新と競争の促進のために ）（210頁） 
           issued by DoC/FTC, April, 2007  

以下の6章からなる。 

考え方は、1995年ＡＧＬＩＰを踏襲。 

①ライセンシングの戦略的利用：一方的特許ライセンス拒絶  

②共同設定標準に含まれる特許に対する競争上の懸念
（ホー ルドアップ） 
③ポートフォリオ（パッケージ）・クロス・ライセンス契約と特許 
プールの反トラスト分析  

④知的財産ライセンス慣行の諸変数  

⑤知的財産のタイングとバンドリングにおける反トラストの諸 
問題 
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反トラスト法及びガイドラインの特徴 

１．独占禁止法21条に該当するものはない。 

２．判例法理を基にしたガイドラインはあるが、ソフトウェアの 

  取引を明示したものはない。 

３．「合理の原則」に基づいて判断する。 

   ①ライセンサーが市場でパワーを有する。 

   ②市場の競争で悪影響を生じる。 

   ③行為の利益が競争への悪影響を上回らない。 

４． Antitrust “Safety Zone” 

  以下の場合には当局は、違法性を見ない。 

   ①ライセンス契約上の制限が外形的に反競争的でなく、 

    且つ、 

   ②当該制限により影響を受ける関連市場におけるライセ 

    ンサー及びライセンシーの市場占有率の合計が20％ 

    を超えないこと。 
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主な関連判例（アメリカ） 

・Verizon Commc‘ns Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 
U.S. 398, 407 (2004).  

・Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc, 126 S. Ct. 1281, 1284 (2006).  

・Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co. ("Kodak"), 
125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997) . 

・Atari Games Corp. v. Nintendo of Am. Inc, 897, F.2d 1572, 1576 
(Fed. Cir. 1990). 

・Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S., 661, 665 (1944). 

・Walker Process Equip., Inc. v. Food Mach. & Chem. Corp., 382 U.S. 
172, 177-80 (1965). 

・Prof’l Real Estate Investors, Inc. v. Columbia Pictures Indus., Inc., 
508 U.S. 49 (1993). 

・United States v. Line Material Co., 333 U.S. 287, 308-15 (1948). 

・Int’l Salt Co. v. United States, 332 U.S. 392, 395-96 (1947). 

・Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436, 452-59 (1940). 

                                          など 



小括 

●Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual    
Property（１９９５年）で、違法性は、「合理の原則（rule of   
reason）」により判断することが明確となったが、ソフトウェア 
取引についての規定はない。 

●Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights:  
Promoting Innovation and Competition（2007年）は、    
1995年IPGLを踏襲し、反競争的なライセンス拒絶は反トラ 
スト法違反となるとしているが、ソフトウェア取引についての 
明確な規定はない。 

●ガイドラインが過去の判例を整理したものとなっており、ソ  
フトウェア取引に関する判例が少ないことから、十分な指針 
が出せない状況だと思われる。 

 

⇒日本と同じく、アメリカにもソフトウェア取引に関する明確な 

  ガイドラインはない。 
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    ＥＵの競争法とライセンスの関係 



ＥＵの競争法とライセンスの関係 

●2004年5月1日：EU25カ国へ拡大 

●法規 

  EU競争法（改正法を2004年5月1日に施行） 
  目的：執行の強化と分権化 

  EC条約（ローマ条約とも、1958年発効） 
    第81条：競争制限的協定、協調的行為の規制 

    第82条：市場支配的地位の濫用行為の規制 

  2004年改正の一つ 

    技術移転契約に関する一括免除（block exemption） 
    規則 

    第772/2004号 

●執行機関 

  欧州委員会（競争総局） 
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ＥＵの競争法とライセンスの関係 

●EU域内の通商に相当程度実質的な影響を及ぼす可能性 
がある場合には、準拠法如何に拘わらず、EC条約第81条1 
項が強行法規として適用される。 

 

●その結果、当該合意は当然無効となり、多額の過料が科さ 
れる虞れがある。 

 

●ただし、以下の場合には、第81条3項により同条1項の適  
用はされない。 

 １）当該合意が製造販売を改善し又は、技術的・経済的発    
展を促進し、かつ、 

 ２）その利益を消費者にもたらし、 

 ３）必要不可欠でない競争制限を賦課することなく、かつ 

 ４）当該製品の市場において相当程度の競争制限を伴わな   
い場合。 
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ＥＵの競争法とライセンスの関係 

欧州委員会：技術移転契約に関する一括免除規則 

１．ライセンサー及びライセンシーが一定の市場占有率を有さ 

  ず、かつ 

２．違法性の強い「ハードコア条項」が存在しない場合。 

３．適用範囲：特許権、意匠権、ノウハウ、ソフトウェア著作権 

  ライセンス契約、これらの混合ライセンス契約、及び一定 

  の譲渡契約。 

４．市場占有率：ライセンサー及びライセンシーが競争関係に 

  ある場合には、関連技術及び関連製品市場におけるライ 

  センサー及びライセンシーの市場占有率の合計が20％を 

  超えないこと。 

５．競争関係にない場合には、ライセンサー及びライセンシー 

  の市場占有率の合計が30％を超えないこと。 
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    この問題をどう解決すべきか 



まとめ 

１．独占禁止法21条の「権利の行使と認められる行為」の解 

  釈は、 「事業者に創意工夫を発揮させ、技術の活用を図 

  るという、知的財産制度の趣旨」 
２．学説（通説）は、「再構成された権利範囲論」 
３．公取委のガイドラインは「再構成された権利範囲論」に依 

  拠 

４．ガイドラインは、知的財産権と不公正な取引方法の境界に 

  ついては、明確に触れられていない。 

５．ガイドラインは、ほとんどが特許権を想定したものとなって 

  おり、ソフトウェアの取引に関する規定はほとんどない。 

６．ソフトウェアの取引については、「ソフトウェアライセンス契 

  約等に関する独占禁止法上の考え方」（H14）は中間報告 

  に終わっており、また、その内容は限定的である。 

７．アメリカにもガイドラインはあるが、現状は日本と同様。 
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企業責任、特に企業倫理上の問題 

１．優越的地位の濫用は、公正競争阻害性を直接の要件とし 

  ておらず、他の2本の柱の補完的・予防的地位にあり、企 

  業から、一般に認識されにくい。 

２．実務上、ベンダーの優越的地位は厳然と存在し、クラウド 

  コンピューティングによって、その地位はますます高くなる。 

３．ベンダーとユーザーの間には、情報量の格差・交渉力の 

  格差が見られ、事業者と消費者間の地位の格差に類似し 

  ている（消費者法上の問題に類似）。 

４．取引の継続性により、問題は深刻化する可能性がある。 

５．要件の一つである「不当性」の境界があいまいで、ベン 

  ダーによって勝手な解釈をする可能性が高い。 

６．近時、外資系ベンダーの優越的地位を濫用している例が 

  見られる。 

⇒特許よりもソフトウェアライセンスの方が、ベンダーの「優越 
的地位の濫用」問題を生じさせる環境にある。 
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契約書の限界 

１．日本の商慣習 

   ・契約交渉・締結に時間・労力・カネをかけない。 

   ・詳細な契約書を嫌う傾向/信頼関係での商取引 

２．口頭契約・黙示の合意 

   ・担当者の交代・退職（引き継ぎ/申し送りなし） 
   ・債権債務の譲渡（Ｍ＆Ａなど） 
   ・外資のベンダーには通用しない。 

３．信義則での問題の先送り 

   ・完全合意（Entire Statement）の代わりに必ず存在する 

    条項・・・お互いに信頼しているという証 

   ・信頼関係を重視・・・最近は通用しない 

   ・契約締結が売上に繋がるという営業の安易な発想 

４．マイクロソフト非係争条項事件のような事件が起こりうる。 

   ⇒契約書で対応することは難しい。 
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解決策 

●ベンダーは、モデル契約書やガイドラインを参照することが 
多い。 

●契約交渉の際に根拠として使われる。 

●ベンダーの「優越的地位の濫用」の抑止力になる。 

●具体的に； 
 １．「情報システムの信頼性向上のための取引慣行・契約に   
関する研究会」報告書～情報システム・モデル取引・契    
約書～（パッケージ、SaaS/ASP 活用、保守・運用）＜追   
補版＞（2008年）があるが、ソフトウェア取引に関しては   
不十分な内容なので、新たにソフトウェア取引を想定し    
たモデル契約書を策定する。 

 ２． 「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」
（H19）   を基に、「ソフトウェアライセンス契約等に関する
独占禁    止法上の考え方（中間報告）」（H14）を補充追
加して新    たなガイドラインを作成する。 
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考慮すべき点 

１．ガイドラインにすべきソフトウェア取引に関する「優越的地 

  位の濫用」の明確な基準が必要（ソフトウェア取引の特殊 

  性を考慮） 
 ●優越的地位の基準（静的な基準） 
  ①ユーザーに選択肢がない・・・クラウドコンピューティング 

  ②ライセンスが止まった場合のユーザーへの多大な影響 

  ③継続的・拘束的取引環境 

 ●不当性の基準（動的な基準） 
  ①ベンダーへの一方的・強圧的な要求 

  ②許容できる金額の妥当性 

  ③契約内容を逸脱した条件 

 

２．独占禁止法：一般法、知的財産法：特別法 

 知的財産権法からのアプローチと、独占禁止法との整合性 
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